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八 市 監 第 1 6 1 号  

平 成 2 3 年 7 月 2 8 日  

  

 八  代  市  長  福 島 和 敏 様  

 八 代 市 議 会 議 長  山 本 幸 廣 様  

 

             八 代 市 監 査 委 員  小 嶋 宣 雄 

                同     紘 

 

 

 地 方 自 治 法 第 １ ９ ９ 条 第 ５ 項 の 規 定 に 基 づ き 、八 代 市 議 会 政 務  

調 査 費 に 係 る 事 務 に つ い て 随 時 監 査 を 実 施 し た の で 、そ の 結 果 に

関 す る 報 告 を 同 条 第 ９ 項 の 規 定 に よ り 提 出 し ま す 。  

 



一  監 査 の 対 象  

平 成 2 2 年 度 八 代 市 議 会 政 務 調 査 費 に 係 る 事 務 を 対 象 と し た 。  

 な お 、こ こ で い う 平 成 2 2 年 度 と は 、平 成 2 2 年 4 月 1 日 か ら 平

成 2 3 年 3 月 3 1 日 ま で を い う 。  

 

二  監 査 の 実 施 日  

 平 成 2 3 年 5 月 1 8 日  

 

三  監 査 の 要 領  

 提 出 さ れ た 関 係 書 類 に よ り 、財 務 に 関 す る 事 務 の 執 行 に つ い て 、

八 代 市 監 査 規 程 及 び 八 代 市 監 査 要 領 に 基 づ き 、必 要 に 応 じ て 議 会

事 務 局 関 係 者 の 口 述 等 を 求 め て 実 施 し た 。  

 今 回 の 随 時 監 査 で は 、 事 務 の 執 行 が 、 八 代 市 議 会 政 務 調 査 費 の

交 付 に 関 す る 条 例 （ 以 下 「 条 例 」 と い う 。）、 八 代 市 議 会 政 務 調 査

費 の 交 付 に 関 す る 規 則 (以 下「 規 則 」と い う 。 )  及 び 八 代 市 議 会 政

務 調 査 費 使 途 基 準 に 係 る 申 し 合 わ せ（ 平 成 2 1 年 6 月 1 0 日 議 会 運

営 委 員 会 決 定 。 以 下 「 申 し 合 わ せ 」 と い う 。） に 定 め る と こ ろ に

従 っ て 適 正 に 行 わ れ て い る か ど う か を 着 眼 点 と し 、 行 政 視 察 、 事

務 経 費 等 に 係 る 関 係 書 類 の 審 査 及 び 領 収 証 等 の 証 拠 書 類 の 照 合 、

確 認 を 行 っ た 。  

 

四  監 査 委 員 の 除 斥  

 矢 本 善 彦 監 査 委 員 は 、 地 方 自 治 法 第 1 9 9 条 の 2 の 規 定 に よ り 、

除 斥 と し た 。  

 

五  監 査 の 結 果  

 政 務 調 査 費 に 係 る 事 務 は 、全 般 的 に 条 例 及 び 規 則 に 基 づ き 適 正

に 処 理 さ れ て い る こ と が 認 め ら れ た 。  

 

 

 



こ の 報 告 書 で は 、 個 々 の 軽 易 な 事 項 に つ い て は 、 監 査 時 又 は 講

評 の 際 に 付 箋 又 は 口 頭 に よ り 検 討 を 指 導 し て い る の で 省 略 す る 。 

 な お 、 政 務 調 査 費 の 交 付 事 務 及 び 返 還 事 務 の 状 況 に つ い て は 、

次 の と お り で あ る 。  

 

［ 政 務 調 査 費 の 交 付 事 務 及 び 返 還 事 務 の 状 況 ］  

 政 務 調 査 費 は 、 条 例 で は 八 代 市 議 会 に お け る 会 派 に 対 し 、 当 該

会 派 の 所 属 議 員 数 に 月 額 3 万 円 を 乗 じ て 得 た 額 を 年 2 回 に 分 け て

交 付 す る こ と に な っ て い る 。  

 平 成 2 2 年 度 は 、 4 月 と 1 0 月 に 1 0 会 派 に 対 し 、 そ れ ぞ れ

6 , 1 2 0 , 0 0 0 円 が 交 付 さ れ 、 交 付 額 の 年 間 合 計 は 、 1 2 , 2 4 0 , 0 0 0 円 と

な っ て い る 。  

各 会 派 か ら 収 支 報 告 書 が 提 出 さ れ 、 各 会 派 の 未 執 行 額

1 , 2 2 0 , 8 7 7 円 が 返 還 さ れ て い る た め 、 政 務 調 査 費 の 実 質 的 な 交 付

額 は 1 2 , 2 4 0 , 0 0 0 円 か ら 1 , 2 2 0 , 8 7 7 円 を 差 し 引 い た 11 , 0 1 9 , 1 2 3 円

(以 下「 交 付 額 」と い う と き は 、こ の 金 額 を 指 す 。)と な っ て い る 。  

 な お 、 政 務 調 査 費 が 用 い ら れ た 経 費 に つ い て は 、 次 の と お り で

あ る 。  

 

［ 政 務 調 査 費 が 用 い ら れ た 経 費 ］  

 平 成 2 2 年 度 政 務 調 査 費 収 支 報 告 書 に よ る 項 目 ご と の 支 出 額 の

内 訳 は 、 次 表 の と お り で あ る 。         (単 位 ： 円 、 ％ )  

項     目  金   額  構 成 比

(（ ％ ）  

摘     要  

研 究 研 修 費  3 6 7 , 1 8 0  3 . 3  講演会開催 等  

調 査 旅 費  4 , 7 1 3 , 9 3 0  4 2 . 8  行政視察  

資 料 作 成 費  6 7 0 , 6 2 0  

 

 

 

6 . 1  パソコンリース 等 

資 料 購 入 費  5 5 9 , 2 9 3  5 . 1  新聞購読  等  

広 報 通 信 費  3 , 5 5 8 , 7 0 4  3 2 . 3  会報送料 等 

広 聴 費    0  

  0  

0 . 0   

人 件 費  1 8 0 , 0 0 0  

 

 

1 . 6  事 務 補 助 者 賃 金  

 事 務 所 費  9 7 1 , 8 3 1  8 . 8  事 務 所 賃 借 料 等  

そ の 他 の 経 費  0  0 . 0   

合 計  11 , 0 2 1 , 5 5 8  1 0 0 . 0   



経 費 の 主 な 使 途 は 、 次 の と お り で あ る 。  

①  研 究 研 修 費 は 、講 演 会 開 催 経 費  2 6 5 , 3 0 0 円（ 構 成 比  7 2 . 3％ ）、

研 修 会 参 加 旅 費 及 び 受 講 料  1 0 1 , 8 8 0 円 (構 成 比  2 7 . 7％ )と な

っ て い る 。  

②  調 査 旅 費 4 , 7 1 3 , 9 3 0 円 は 、 1 7 市 1 区 2 町 1 村 の 先 進 都 市 等 を

延 べ 3 1 人 が 視 察 し 、 調 査 研 究 が 行 わ れ て い る 。  

③  資 料 作 成 費 の 主 な も の は 、 イ ン ク 等 の 事 務 用 品 費 2 6 8 , 8 5 6 円

（ 構 成 比 4 0 . 1％ ）パ ソ コ ン リ ー ス 料 2 2 0 , 2 9 0 円（ 構 成 比 3 2 . 8％ ）、

デ ジ タ ル カ メ ラ 等 の 事 務 用 機 器 費 1 8 1 , 1 5 9 円 （ 構 成 比 2 7 . 0％ ）

と な っ て い る 。  

④  資 料 購 入 費 の 主 な も の は 、 新 聞 等 購 読 料 3 8 4 , 3 0 8 円 （ 構 成 比

6 8 . 7％ ）、 書 籍 購 入 費 1 3 6 , 2 4 0 円 （ 構 成 比 2 4 . 4％ ） と な っ て い

る 。  

⑤  広 報 通 信 費 の 主 な も の は 、 会 報 等 送 料 1 , 8 3 8 , 6 0 9 円 （ 構 成 比

5 1 . 7％ ）、広 報 紙 印 刷 1 , 0 5 1 , 2 7 6 円（ 構 成 比 2 9 . 5％ ）、活 動 報 告

会 経 費 2 5 7 , 6 2 2 円 （ 構 成 比 7 . 2 ％ ）、 イ ン タ ー ネ ッ ト 通 信 料

2 9 7 , 3 6 1 円 （ 構 成 比 8 . 4％ ） と な っ て い る 。  

⑥  人 件 費 は 、 3 会 派 に お い て 政 務 調 査 に 係 る 事 務 補 助 者 に 支 払 っ

た 賃 金 1 8 0 , 0 0 0 円 で あ る 。  

⑦  事 務 所 費 は 、 事 務 所 賃 借 料 9 0 0 , 0 0 0 円 （ 構 成 比 9 2 . 6％ ）、 物 品

購 入 費 等 7 1 , 8 3 1 円 （ 構 成 比 7 . 4％ ） と な っ て い る 。  


